
※　今後、これらの様式が変更となる場合がありますので、ご留意ください。
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提出した月（令和５年３
月）の翌月末日までに税
務署長から承認又は却下
の通知がない場合には、
その日の属する月（令和
５年４月）支払分の給与
等から納期の特例の対象
となります。
令５.３支払分
　→令５.４.10納期限
令５.４～５.６支払分
　→令５.７.10納期限
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19年内）に支払を受け

支払を受ける退職手当等
に特定役員退職手当等又
は短期退職手当等が含ま
れる場合には、その特定
役員退職手当等又は短期
退職手当等に係る勤続期
間を記載してください。

た退職手当等がある場合に
は、その退職手当等につ
いての勤続期間を記載し
ます。


